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参考文献

１．本論の目的
（（問問題題のの所所在在））

NPOや市民活動団体などの市民セクター１には、公平性の原則に基づく行政セクターや、収益性の原理をとる

企業セクターでは対応が難しい問題、もしくは対応ができていない問題を顕在化させ、対応する担い手として

期待が高まっている。また近年、市民セクターの活動を支援する制度や法律、仕組みは整備され、組織を支え

る経済的基盤の強化も進みつつあり、社会的な認知も広まっている。

その反面、資金獲得のための活動が主となり、団体の目的遂行よりも組織維持が優先されているといった、

市民セクターへの批判がある。さらにその位置づけが「オフィシャル」になったことにより体制内化がすすみ、
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１ここでいう市民セクターとは、民間非営利セクターと同義であり、NPO法人や市民活動団体、ボランティア団体など「市民公益」の実現や、
さまざまな社会的課題を解決する担い手のことをさす。
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行政の下請け化や批判性の低下がみられるという指摘もある。いずれも活動をめぐる法律や制度、仕組みの整

備により、活動の「継続性」が公的に担保されたことに由来する問題群である。

（（前前論論とと本本論論のの目目的的とと方方法法））

本論に先立ち、筆者は拙稿「NPO法成立以前の市民活動団体の質的分析その１－1970～80年代初期より活動

を続ける環境系市民活動団体を対象として（以下、「その１論文」と略す）」において、1970～80年代初期に設

立され、環境分野を活動領域とする市民活動団体の分析をおこなった。

本論では、地域に根ざした草の根的福祉活動をおこなう「福祉系」市民活動団体を対象とし、「その１論文」

と合わせて、当時からの市民活動の実態を捉えたい。

前論と本論の目的は、前述した市民セクターの問題群の要因を辿るために、その原型のひとつとなった

「1970～80年代初期からNPO法成立前（1990年代前半）までの市民活動」を動態的に明らかにすることである。

このことにより、市民活動が求めてきた継続性（NPO法制度の確立）の意味と意義を知ることが可能であると

考えた２。また当時の時代背景や社会的構造を捉え、市民活動が成立した経緯と果たしてきた役割を示したい。

さらに従来の「運動（社会運動、住民運動など）」との差異を検証し、「市民活動」の特性を捉えることも目的

としたい。

上記の目的を受け、「1970～80年代初期からNPO法成立前までの市民活動」について、活動の当事者により記

述された記録（出版物）の分析と整理をおこなう。

（（福福祉祉系系をを取取りり扱扱うう本本論論のの位位置置づづけけ））

「環境系」市民活動団体を対象とした「その１論文」の続編として、「福祉系」市民活動団体を取り扱うのは、

両者が市民活動分野の多数を占めるからである。福祉系市民活動団体は、1980年前後の市民活動と、2010年現

在の市民セクターの活動分野いずれの割合からも主要な位置を占めている。たとえば、現在のNPO法人の活動

分野17分野のうち、「保健・医療または福祉の増進」の割合が首位である。

また環境系と福祉系の市民活動は、活動方法や組織形態にそれぞれの特徴をもつ。たとえば前者は「対人サ

ービスが中心でない活動」、後者は「対人サービスを中心とした活動」といったように大まかに分類することが

可能となる３。

このように、両分野を対象とすることで、活動領域の広い市民活動を概観することが可能となり、さらに両

分野の共通点や相違点を明確にすることで、今後の市民セクターの課題についても、要因を絞って考察するこ

とができる。

２．地域福祉とその背景
本章では、福祉系市民活動団体が登場し展開した経緯を、1980年代までの福祉政策との関連からみていくこ

とにする。また福祉と密接に関係のあるボランティア関係の動向についても触れておく。

以上のことを通じて、福祉系市民活動団体の歴史的背景と位置づけを示したい。

２‐１．社会福祉政策の基礎

戦後の社会福祉政策の基礎となる法は、戦後間もなく制定された「生活保護法（1946年）」、「児童福祉法

（1947年）」、「身体障害者福祉法（1949年）」の「福祉三法」と、60年代に入り制定された「精神薄弱者福祉法

（1960年）」、「老人福祉法（1963年）」、「母子福祉法（1964年）」による福祉六法体制および、事業の枠組みが定

められた「社会福祉事業法（1951年）」である。

福祉六法は、憲法第25条の定める生存権に基づき、その実定法として位置づけられており、行政が責任をも

つ社会福祉の領域を示す根拠となっている。また社会福祉事業法（現「社会福祉法」）は社会福祉事業の実施内

148

２
1980年代の市民活動を、現在のNPOなどの市民セクターの原点として見る視点としては、山岡義典の指摘がある（山岡 2010：55）

３「社会運動系（当事者団体など）／制度設計系（非当事者団体など）」、「社会サービス分野／文化、教育分野」で分けることも可能である。
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容とともに、実施主体として国、地方公共団体、社会福祉法人が担うことを定めている。

憲法第89条における公財産の支出の制限４により社会福祉事業法では、公金を使える福祉事業が限定的なもの

であることが示されている。また同法第５条にある「公私分離の原則」から、公が定める社会福祉の対象から

外れる「民間社会福祉事業」へは、公が関与しない代わりに財政援助もしないことが謳われた。

以上のことから民間団体である「社会福祉法人」は実質上、公（行政）の支配下に置かれることとなり、同

時に民間社会福祉事業をおこなう団体は、自力で組織的財政的な基盤を固め、活動しなくてはならなくなった。

あわせてＧＨＱの占領政策の下では、戦前から続く民間社会事業組織の再編がおこなわれ、中央社会福祉協

議会（現「全国社会福祉協議会」、以下、社会福祉協議会を「社協」と略す）が誕生した。その再編は行政の主

導により行われ、行政単位に基づく設置基準や「措置制度５」により、組織的にも財政的にも公（行政）の強い

影響下におかれることとなった。

これら社会福祉政策の基礎的枠組みの「矛盾」が、福祉系市民活動団体を生成させた遠因となっている。

２‐２．1970年代までの福祉環境

前述したように、社会福祉の領域は公が定め、公の責任のもと、政策が実施されるという体制が1960年代ま

でに確立された。以降、公の責任が及ばない福祉領域において問題が顕在化した場合６、適宜法律が追加され、

問題に対応していくという形がとられた。具体的には戦後の三法体制から、60年代に「精神薄弱者福祉法」、

「老人福祉法」、「母子福祉法」が追加され、六法体制へと福祉政策は拡大する。

しかしながら公的になされた福祉政策は、対象者の施設収容保護や金銭給付などに偏重しており、高度経済

成長期以降の家族構造や、地域における人間関係の変化などにより生じる福祉ニーズには対応しきれていなか

った。

こういった背景の中、社協は1962年に「基本要項」を策定し、民間としての組織と、住民ニードを最優先し

た活動のあり方を再確認する。いっぽう共同募金の配分が、福祉施設から社協へ重点が移りつつあることへの

批判が噴出し、67年に行政管理庁勧告が出され、社協の財政がひっ迫することになる。

これと同時期に、各地で「ボランティア」団体が組織化されはじめた。63年に大阪府社協が「善意銀行（73

年奉仕銀行、76年ボランティアセンターに改称）」を設立したことから、各地の社協でもボランティアが組織化

され、それに呼応するように65年大阪ボランティア協会、67年青年奉仕協会、68年富士福祉事業団の「富士ビ

ューロー」など「民間」のボランティア団体も次々と設立された。

以上のように70年代までの社会福祉は、福祉六法と措置制度に基づくモノ、カネの政策が中心におかれ、社

会福祉法人などが「公の支配」のもと、その運営主体となっていた。そのため、地域における福祉の充実が目

的である社協は、体制の不足を補うため「再定義」をおこない、結果「ボランティア組織の生成」を促進する

こととなった。

２‐３．福祉環境の転換期としての70年代

1970年代に入るとさまざまな社会環境の変化により、福祉政策も転換期を迎えることとなる。まず70年には

高齢化率が７％となり、日本は高齢化社会の入り口に立った。こういった背景を受け、72年に老人福祉法が改

正され、翌73年、全国で70歳以上の老人医療支給制度が確立、また年金額も引き上げられることとなり（物価

スライド制）、73年は「福祉元年」とよばれた。

しかし同73年10月、第一次オイルショックが引きおこり、日本は高度経済成長から低成長期に突入すること

となった。このことで75年には福祉見直し論が出てくることになり、79年の「新経済社会７カ年計画」では、

「日本型福祉社会論」が展開される。
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４日本国憲法第八十九条「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈
善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」

５福祉ニーズの判定、サービス提供、費用負担等を措置権者である行政が公的責任の下に一括して行う公的福祉制度（京極2000：103）。
６顕在化させる媒体は、社会運動や市民活動であることが多い。たとえば「青い芝の会」の直接的運動によるノーマライゼーション促進などが
ある。
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日本型福祉社会論は、職場、家庭、地域における人間のつながりを強調し、その中での福祉、特に高齢者福

祉の実現を訴えるものであった。しかしこの主張は、福祉への公費抑制を前提とした地域、家族（在宅）ケア

論であり、福祉の充実を図るというよりは、家族や地域への責任転嫁の根拠となった。

このような政策転換の流れは81年の「第二次臨時行政調査会」へと引き継がれ、その審議により行革、新自

由主義路線が本格化する。さらに80年代半ばには、相つぐ社会福祉事業にたいする国庫負担率の引き下げがお

こなわれ、国から地方公共団体への福祉行政の委譲が進んだ。

いっぽう各地方公共団体においては、70年代から「革新系首長」が相つぎ登場することにより、社会福祉政

策の充実が叫ばれたが、上記の流れとともに、80年代に入る頃にその勢いは影をひそめるようになった。

２‐４．地域福祉概念の登場とボランティアの一般化

前述したような社会福祉政策の転換という背景のなか、地域における福祉のあり方の理論化が進む。1969年

には東京都社会福祉審議会により「東京都におけるコミュニティケアの進展について」、71年には中央社会福祉

会から「コミュニティ形成と社会福祉」が答申され、コミュニティケア論が注目される。また岡村重夫により

1970年に『地域福祉研究』、74年に『地域福祉論』が上梓され、「地域福祉」という概念が体系的に確立した。

岡村によれば地域福祉概念を構成する要素は、コミュニティケア、地域の福祉組織化、予防的社会福祉であ

る。これらが揃うことによって、地域において自立した人間らしい生活が送れる環境が整うこととなる。

行政においても「コミュニティ形成」の重要性は徐々に認識され始め、地域におけるボランティア育成に着

手し始める。75年には厚生省社会奉仕活動センター整備事業が実施され、社協の「奉仕活動センター（現ボラ

ンティアセンター）」へ国庫補助が開始される。77年には全社協により「全国ボランティア活動振興センター

（現全国ボランティア・市民活動振興センター）」が設立された。

また70年代以降は「市民意識」の浸透もあり、女性の社会参加としてのボランティア活動が活発になってい

く。さらに80年代に入るとボランティアという用語も一般化し、80年の「国際ボランティアセンター」、81年の

「世田谷ボランティア協会」の設立など、民間のボランティア組織もふたたび増加しはじめた。

以上のように70年代から80年代にかけた「社会福祉政策の転換」、「地域福祉概念の確立」、「ボランティアの

一般化」という背景のなか、福祉系市民活動団体が生成され始めたのである。

３．本論の対象
本論で事例に取りあげる市民活動団体は、トヨタ財団の記録・出版助成を受けた福祉系19団体のうち次の４

団体である。いずれの団体も1970年代後半から80年にかけて活動が開始され、現在も活動を継続していること

や、地域に特化した活動を展開している共通点をもつことから本論の対象とした。

①「日野市地域ケア研究所」（現「特定非営利活動法人愛隣舎」、東京都日野市）

②「寝屋川市民たすけあいの会」（現「寝屋川市民たすけあいの会」および「特定非営利活動法人寝屋川市民

たすけあいの会地域ケアセンター」、大阪府寝屋川市）

③「あかねグループ」（現「特定非営利活動法人あかねグループ」、宮城県仙台市）

④「老人給食協力会ふきのとう」（現「老人給食協力会ふきのとう」および「社会福祉法人ふきのとうの会」、

東京都世田谷区）

上記の団体がトヨタ財団の助成によって出版した「活動の記録」を、本論の分析対象とする。各団体の出版

物はいずれも、活動に参加した多くの関係者の寄稿により構成されている。そのため単なるリーダーによる追

憶ではなく、客観的な史実が述べられているため、分析対象として適していると考えられる。

以下、各団体と活動の記録である出版物の概要である７。団体名は助成申請当時の名称で表記する。また活動

の開始時期が古い団体から順に述べることとする。
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７団体概要の一部は以下のウェブサイトを参照した（いずれも2010.10.10取得）。
日本NPOセンターNPO法人データベース「NPOヒロバ」（http://www.npo-hiroba.or.jp/）
NPOサポートセンター「NPORT」（http://www.nport.org/）
大阪大学NPO研究情報センター「NPO法人財務データベース」（http://npodb2.osipp.osaka-u.ac.jp/db.html）
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３‐１．日野市地域ケア研究所

表１　「日野市地域ケア研究所」の団体概要

団団体体のの概概要要

1984年、難病患者ケアの中間施設である「愛隣舎」が石川左門氏により設立された。同団体は99年にNPO法

人格を取得、現在も活動を継続している。85年に設立された「日野市地域ケア研究所（以下、ケア研究所と略

す）」は、愛隣舎を拠点に難病患者への地域ケア、在宅ケアにかんする研究をおこなう組織である。

両団体の代表者である石川左門氏の長男正一氏（79年７月逝去）は、筋ジストロフィー症デュシェンヌ型の

患者であり、63年、石川氏が「患者の親の集い」に参加したことが活動のきっかけとなる。以降、石川氏は役

員を務めていた会社を辞職し、患者会全国組織の東京支部長、東京の単独団体「東京進行性筋委縮症協会（以

下、東筋協と略す）」理事を経て、地域における巡回診察活動を始める。

それまでの陳情・要求中心の運動にとどまらない、地域医療と地域ケアの実践の必要性から、75年「日野市

医療と福祉を進める会」設立を経て、自主的な実践拠点としての愛隣舎とケア研究所が設立された。

表２　「日野市地域ケア研究所」の出版物

出出版版物物ににつついいてて

トヨタ財団の助成による出版物は、1990年11月に出版された『ささえあう暮らしとまちづくり―地域ケアを

担った市民グループの活動記録』である。著者の石川左門氏はまた、医学雑誌を中心に多くの論文も発表して

いる。

本書では、石川氏が親の集いに参加した1963（昭和38）年から、全国進行性筋委縮症児親の会（全筋協、の
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８『ミニコミ総目録』における市民活動団体の分類を参照した。アルファベットが大分類で、数字は小分類（イシュー）を示す。
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ちの日本筋ジストロフィー協会）および東筋協での活動、地域ケアの拠点である84年と85年の愛隣舎とケア研

究所の設立までの経緯を含む、89（平成元）年までの活動が詳細に記されている。

石川氏の活動の他にも、筋ジス症患者団体、筋ジス症を中心とした難病に取り組む医療関係者、専門職など

の多くの団体や人びとの活動や、関係者による手記などが随所に掲載されている。また石川氏の在宅ケア、地

域ケアの理想（思想）が述べられた懸賞論文も、活動の集大成として巻末に併載されている。

３‐２．寝屋川市民たすけあいの会

表３「寝屋川市民たすけあいの会」の団体概要

団団体体のの概概要要

「寝屋川市民たすけあいの会（以下、「たすけあいの会」と略す）」は、1978年５月、大阪ボランティア協会

の関係者を中心に大阪府寝屋川市（大阪府の北西部に位置）に設立された地域ボランティア団体である。

障害児の遊び相手のボランティアを探す寝屋川市の保健婦が、大阪ボランティア協会に問い合わせたことが

設立のきっかけとなる。その後、大阪ボランティア協会の岡本榮一氏と橘高千秋氏が、寝屋川在住の上野谷加

代子氏にボランティア需給調整の拠点づくりをはたらきかけ、団体の設立が具体化した。

団体は、地域で生活する住民同士が互いに助け合うという理念のもと、地域における福祉活動、ボランティ

アの需給調整、ボランティアへの各種援助などの活動を続けている。活動の拠点は「たすけあいホーム」と呼

ばれ、80年からはボランティアビューローも併設された。また2000年からは介護保険・訪問介護事業を開始、

2001年NPO法人格を取得し、現在は事業部門とボランティアビューローの二系統の組織となっている。

表５　「寝屋川市民たすけあいの会」の出版物
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出出版版物物ににつついいてて

「たすけあいの会」の助成による出版物は、1989年９月に出版された『たすけあいからのネットワーキング』

である。当時の団体のリーダーである上野谷加代子氏と橋本義郎氏が編者であり、また両者が主要な執筆者で

もある。団体設立前の1975年から89年までの活動について記述されている。

本書は４章構成で、１章が団体の個別の活動（事業）の紹介、２章が団体の概要と歴史、３章が団体の関係

者による活動の紹介や体験談、４章が資料編となっている。編者や一部執筆者が研究者ということもあり、福

祉分野における団体の社会的意義や位置づけが、客観的に記されていることが本書の特徴である。

１、２章は、研究者や専門職で団体の中心的スタッフにより書かれ、理論的な内容となっている。また３章

はさまざまな背景をもつ一般スタッフにより書かれ、執筆者の主観からみた団体の姿が描かれている。そのた

め本論では、１、２章と３章を分けて分析をおこなうこととする。

３‐３．あかねグループ

表４　「あかねグループ」の団体概要９

団団体体のの概概要要

「あかねグループ」は1980年、福永隆子氏が仙台市の自宅に開設した「クッキングサロン」をベースに、82

年７月に結成された団体である。福永氏の再就職の挫折経験をもとに、子育てを終えた主婦たちが、社会に参

加しながら少しでも収入を得るための目的で設立された。団体はクッキングサロンの後継である調理班をはじ

め、手仕事班、仕入班、託児班、編集班、ビジネス班の６つで構成、スタートしている。

設立当初は女性同士の連帯による起業と事業活動がメインであったが、やがて地域へと活動の目が向けられ

ることで福祉部がうまれ、事業で得られた収益は、ヘルパー活動や老人給食などのボランティア活動資金に利

用されるようになった。

その後団体は、95年より仙台市の助成を受けることとなり、99年12月にはNPO法人格を取得、2000年４月に

は介護保険事業を開始している。現在は、配食事業、介護事業、ヘルパー派遣のファミリーサポート事業、地

域交流の拠点としてのあかねサロン事業など、幅広い活動をおこなっている。
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９一部詳細については日本財団のデータベースサイト「CANPAN FIELDS」を参照した（http://canpan.info/open/dantai/00002500/dantai_detail.html
2010.10.10取得）。
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表５　「あかねグループ」の出版物１

表６　「あかねグループ」の出版物２

出出版版物物ににつついいてて

あかねグループは、報告書や自主出版を含むいくつかの出版物10を発行しているが、本論では上記の２冊を中

心に取り扱う。

１冊目は『今、フレッシュメイトが楽しい―女たちの村おこし』（表５）である。本書は代表の福永隆子氏、

編集担当の小田中圭子氏ら、あかねグループのメンバー11名を中心に執筆、編集されたものである。トヨタ財

団による88年の記録助成、89年の出版助成を経て、90年11月に出版された。

内容は主に、あかねグループ仕入部の「フレッシュメイト」事業の活動と、契約先の農業グループの活動に

ついて述べられており、１部はフレッシュメイト事業の経緯、2部は事業の契約先農業グループのレポート、３

部は関係者による座談会の会議録の３部で構成されている。

フレッシュメイトとは、低農薬有機野菜の会員制宅配制度のことであり、85年７月からあかねグループ仕入

部によって始められた。当初は、仙台市七郷地区の生活改善クラブ「おだまき会」の生産物のみの取り扱いだ

ったが、会員の増加とともに、宮城県内近郊および隣接県などの農業生産者グループの生産物も扱うようにな

る。

本書では、あかねグループの活動の他にも、契約先である生産者グループ（多くが農業に従事する女性によ

るもの）の活動についても多くの紙面が割かれている。そのため本論では、本書で登場する生産者グループの

活動にも触れ、市民活動との関連性についても言及したい。

２冊目は、1994年11月に出版された『あかねグループ12年、素顔の主演女優たち』（表６）である。助成によ

る出版物ではないが、あかねグループ全体の活動を概観するため、本論ではあわせて取り扱うこととする。

あかねグループ設立12年記念誌である本書の内容は、機関紙「あかね」の記事が中心であり、それをもとに

当時の活動を振り返る内容となっている。また多くの会員により執筆されていることも特徴である。
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10シンポジウム報告集の『ふりむけば老い』（1983）、老いの看取り体験手記集『杜の都より』（1984）、４周年記念誌である『思秋期よさような
ら』（1986.2）、７周年記念誌『なんとかしなくちゃ』（1989.2）、『手から手へ』などがある。
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３‐４．老人給食協力会ふきのとう

表７　「老人給食協力会ふきのとう」の団体概要

団団体体のの概概要要

「老人給食協力会ふきのとう（以下、「ふきのとう」と略す）」は平野眞佐子氏を中心に、1983年設立された

高齢者食事サービスの団体である。77年に世田谷区で始まったプレーパーク運動のメンバーが設立にかかわっ

ている。もともとプレーパーク運動は子どものための活動であるが、活動を通じて地域の高齢者との交流を深

めるうちに、平野氏らは地域連帯の必要性に気付き、老人給食サービスを開始することとなった。

現在では、全国老人給食連絡協議会の事務局や、世界的な老人給食サービス組織「ミールズ・オン・ウィー

ルズ協会（以下、「MOW」と略す）」の日本支部になるなど、日本における老人給食サービスの中心的組織とな

っている。

また、92年にはホームヘルプ事業を開始、96年には「社会福祉法人ふきのとうの会」と改称、活動を福祉事

業全般へと広げている。2003年、設立者の平野眞佐子氏の逝去にともない、2004年に長男の平野覚治氏が代表

に就任した。

表８　「老人給食協力会ふきのとう」の出版物

出出版版物物ににつついいてて

ふきのとうには、『老人の好きな献立』などいくつか出版物があるが、本論では、トヨタ財団助成により89年

６月に出版された『老人と生きる食事づくり―老人給食協力会<ふきのとう>の記録』を取り扱う。編集は「老

人給食会ふきのとう」がおこない、活動の経緯など、代表の平野氏の語りを編集メンバーが記述するという形

式がとられた。

１、２章では、団体設立前のプレーパーク運動や子ども会の活動、団体設立からオーストラリアMOWとの交

流、その後89年の砧支部発足までの活動の経緯が記録されている。また活動の転機となった、行政や関係機関
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との確執も詳しく記されている。

３章は、ふきのとうの活動の一日を追ったドキュメント形式での記述や、Q＆A方式による活動の紹介のほか、

外部研究者による区内老人給食サービス団体の調査報告も併載されている。

４章は、ふきのとうのメンバーによる座談会とメンバーの紹介、５章は受益者である給食利用者（高齢者会

員）の群像、６章ではあかねグループを含む、日本各地の老人給食事業の紹介、全国老人給食協議会やMOWな

ど、老人給食事業のネットワークについて述べられ、終章、あとがきという構成になっている。

４．事例分析
本章の１節では、分析対象である市民活動団体の出版物をどのように分析するのか、という方法について説

明をおこなう。２節では、前章で提示した4団体の出版物から、活動の外的要因と内的要因などを分析し、各団

体の活動の実態を捉える。

４‐１．方法

ここでは市民活動団体の出版物から、団体の活動の実態を導き出す方法について述べたい。分析の対象は、

1990年前後に出版された助成対象出版物が中心であるが、先述したように関連する別文献も利用する。方法の

詳細は、環境系市民活動団体を対象とした「その１論文」にて説明しているため、ここでは概要を述べる。「そ

の１論文」と同様に、質的研究の方法のひとつである「質的データ分析法」に基づき、以下の手順で分析をす

すめた。

①社会環境や構造など市民活動をめぐる「外的要因」と、活動や組織の「内的要因」が読み解ける「コード

（概念カテゴリー）」を用意し、②そのコードに基づいて、出版物から該当するテキストを取り出し、著者の言

葉が失われないよう注意をしながらテキストを縮減、データ化することで、活動の諸要因を整理する。コード

自体は適宜、変更、追加をおこなった。③データから、団体をとりまく事象への「対応」と、その根底にある

団体の「思想」に着目し、団体と活動の特徴を捉える。④さらに活動の時間的変化を追うことにより、運動・

活動を継続させた諸要因の抽出と、その分析をおこなう。

本論では福祉系市民活動団体を対象とするために、その特性の違いから「その１論文」で使用したコードを

いくつか変更した。下記にあるコードの説明のうち、「※」が付いているものが、新たに加えたコードとなる。

なお環境系市民活動団体の「外的要因」にあった「敵手」、および「内的要因」にあった「政治的志向」とい

うコードに該当するテキストは、福祉系市民活動団体の文献からは読み取ることができなかったため、コード

の変更をおこなった。いずれも「社会運動」の特徴を示すコードであり、このことからも福祉系市民活動と社

会運動ならびに環境系市民活動団体の特徴の違いが浮かび上がった。

市市民民活活動動団団体体のの「「基基本本的的情情報報」」にに関関連連すするるココーードド

「「出出版版物物」」「「記記載載活活動動期期間間」」：題名と出版年、また出版物に記載されている活動の期間。

「「執執筆筆者者」」：出版物の著者、編集者。

「「リリーーダダーー」」：活動における中心人物や、団体の設立にかかわった中心人物。

「「ススタタッッフフ」」※：活動の担い手となった人物や団体、「環境系市民活動団体」における「フォロワー」と同義。

「「ボボラランンテティィアア」」※：活動に携わったボランティアやボランティアにかんする言説など。

「「受受益益者者」」※：サービスの利用者など、活動によって利益を受ける人びとについて。

「「ブブレレーーンン」」：活動や団体の方針、思想にたいして影響力をもった人物。

「「資資金金」」：活動や団体運営にかんする資金とその調達方法など。

「「場場」」※：団体の活動の拠点について。

市市民民活活動動団団体体ををめめぐぐるる「「外外的的要要因因（（条条件件））」」にに関関連連すするるココーードド

「「契契機機（（ききっっかかけけ））」」：活動を始めるきっかけとなった出来事について、また活動のイシュー（課題、争点）

が発生した要因など。
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「「イイシシュューー」」：団体が解決すべき対象であると設定している課題や争点について。

「「背背景景」」※：団体の活動をとりまく社会的環境について。団体と直接/間接的に対立するような勢力や阻害要因

も含める。

「「行行政政ととのの関関係係」」※：福祉系団体とイシューや利害を共有することの多い行政との関係についての言説。

「「集集合合的的アアイイデデンンテティィテティィ」」：活動を通じた相互作用から形成される、共有された「われわれ意識」とその受

け手について。単に協力関係や親密関係にある個人、団体も含める。

「「メメデディィアア」」：活動をめぐる新聞やテレビなどのマスメディアの動向や、団体とマスメディアとのかかわりに

ついて、また活動の記録、伝達、保管をした媒体についての事項。

市市民民活活動動団団体体のの「「内内的的要要因因（（行行為為／／相相互互行行為為））」」にに関関連連すするるココーードド

「「思思想想」」：活動や団体の行為の基礎となる考え方や思い。また活動を取り巻く環境にたいする団体やリーダー

などの考え方についての記述。

「「ジジェェンンダダーー」」※：団体や活動の内外に存在したジェンダー役割や規範にかんする記述。

「「ソソーーシシャャルルアアククシショョンン」」※：イシューの解決や活動をめぐる社会的環境の改善のため、政策や制度改変を求

めた組織行動についての記述。「環境系市民活動団体」における「政治的志向」「行為の自己認識」に該

当する項目。

「「事事業業モモデデルル」」：団体の目的達成のために用いられた団体や活動のしくみについての記述。「環境系市民活動

団体」における「行為レパートリー」が展開した結果としての項目。

４‐２．事例分析

以下、分析方法に従い、団体の基礎的構成と活動の外的要因と内的要因にかかわる特徴的なテキストを、「基

本情報」「外的要因」「内的要因」に分け、３つのコード表内に示す11。なお一団体で複数の文献を使用する場合

は、コード表を縦に区切り、文献毎に記述した。

次に各コード表を分析し、団体と活動の環境と実態をまとめたうえで、さらに活動の転機に着目し、時間経

過による活動の変化を「略年表12」に示す。略年表からは、活動の継続要因と継続の手法について導きだしたい。

略年表内の項目は、すべて文献中に記述されたものであり、団体にとって重要な出来事であると考えられる。

また各団体の活動の全体的な流れについては、文末に掲載する「団体年表」もあわせて参照されたい。

４‐２‐１．日野市地域ケア研究所

ここでは分析対象となる文献『ささえあう暮らしとまちづくり』から、各コードに該当するテキストを抜粋

し、以下のコード表に示す。コード表は、「基本情報」、「外的要因」、「内的要因」の順に示し、コード表毎に内

容の分析をおこなったのち、活動の経過から活動の継続性についての分析をおこなう。

表９は、ケア研究所の「基本情報」にかんするコード表（テキスト）である。

ケア研究所のリリーーダダーーである石川左門氏13は、もともと運送会社で取締役を務める人物であった。1955（昭和

30）年11月13日生まれの長男正一氏が、筋ジストロフィー症ドゥシャンヌ型という難病を抱えたことから、難

病ケアの地域づくり活動に携わることとなる。石川氏は文献内の記述からも垣間見られるように、非常にまじ

めで几帳面な人物であり、「堅物、頑固者（1990：39）」と評されている。

石川氏の実直さと熱意に動かされ、専門職の人びとを中心とした活動の協力者が多く集まった。地域におけ

る難病ケアという特殊な課題であるため、各専門家や専門機関、患者団体のメンバーが活動の中心となった。

そのためフォロワーというよりも、ススタタッッフフという位置づけが妥当であろう。

ボボラランンテティィアアに関する記述は、研究所や活動拠点となった愛隣舎における一般ボランティアも一部登場する
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11なおコード表内のテキストは、文脈や意味を失わない程度に縮減させているが、できる限り原著の表現を反映させたものにした。テキストの
うしろにある数字は、出版物の該当ページを示し、人物名がある場合は著者以外の人物の言説を示している。一部数字のないテキストは、筆
者により内容を要約したものである。

12「略年表」内のテキストのうしろの数字は、コード表と同様に出版物のページ数をあらわす。
13

1927（昭和２）年８月15日生まれ。
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が、「東京進行性筋萎縮症協会（東筋協）」巡回健診における専門的なボランティアや、医師や専門職のインフ

ォーマルな活動という意味でのボランティアについてのものが多くを占める。対象となる活動が、医療行為を

ともなうものが主であったためである。制度的にも経済的にも支援のないインフォーマル集団によるボランテ

ィア活動を、いかに社会的に承認させるのかということも、活動の重要なテーマとなっている。

表９　日野市地域ケア研究所の「基本情報」

当該活動における受受益益者者は、直接的には正一氏をはじめとした難病患者とその家族ということになる。しか

し何らかの困難を抱えても、誰もが地域で安心して暮らせる地域づくりを推進するという活動は、不特定多数

の人びとへ利益をもたらすものであろう。

石川氏の活動におけるブブレレーーンンは、医師など医療の専門家が中心である。中でも東大医学部脳研究所の白木

博次教授との出会いは、活動の展開や地域ケアの構想に大きな影響をもたらした。また重松逸造氏（国立公衆

衛生院疫学部長）を班長とする東京都特殊疾病対策機構研究班に、石川氏（当時東筋協理事長）が参加したこ

とは、神経難病無料健診の最初のモデル「東村山方式」を生みだす契機になり、のちの日野市での活動の原型

をつくった。その重松研究班をもとに出会った人びとも、のちの活動の広がりを与えたブレーンとなった。

活動に関する資資金金であるが、研究所および愛隣舎設立前の東筋協での活動については、会費のみでの運営で

あったが、1990年の時点では健診事業などへの公的助成が入り、拡大している。研究所の実践施設としての愛

隣舎は会員制であり、利用者からの会費で運営した。なお愛隣舎は石川氏の自宅を改築したもので、一部都の

助成金により建設されている。

地域ケア体制づくりの進展には、具体的な活動の場場が必要であることをかねてから唱えていた石川氏は、上

記の経緯を経て愛隣舎という拠点を設立したのである。

次に活動や組織をとりまく「外的要因」にかんするコードをみてみたい。
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表10 日野市地域ケア研究所の「外的要因」
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石川氏の活動のききっっかかけけは、1963（昭和38）年秋に筋ジス症児の親の集いに参加したことである。その後親

の会は、筋ジスの施策を国に促す運動体として発展、64年に「全国進行性筋委縮症児親の会（翌年、日本筋ジ

ストロフィー協会に改称）」が発足した。石川氏は65年に同会東京支部長、69年に東京支部の独立と、独立組織

である東筋協の財団法人化とともに理事長へと就任するが、72年に日本筋ジストロフィー協会本部との運動方

針の違い（筋ジス施設の東京誘致などが直接原因）で東筋協は全国組織から離脱し、独自路線を歩むこととな

った。

さらに石川氏は、他の難病患者団体との連合体（スモン病と全国難病団体連絡協議会、東京難病団体連絡協

議会）を同72年に結成、「地域ケアネットワークづくり」の「願い書」を厚生省社会保障制度審議委員会に提出

した。それは一疾病、患者運動からの転換でもあり、のちのケア研究所、愛隣舎設立に向けた大きな転機とな

った。

活動のイイシシュューーは一貫して「（難病患者も含めて）誰もがともに生き、安心して住めるまちづくり（1990：

10,125）」であり、その手段として「地域ケアのネットワークづくり」の制度化が位置づけられた。またさまざ

まな人びと、機関、地域を巻き込んだ運動も、石川氏のいう「まちづくりの営み（1990：127）」そのものであ

るといえる。

しかし石川氏の活動を取り巻く背背景景には、常に困難な問題が山積し、活動の契機から地域ケアの拠点づくり

までかかった20年の歳月がそれを物語っている。初期の患者運動をめぐる内外の問題や、硬直化した旧来から

の組織、体制、日本人独自の感情や価値観による弊害などが存在したが、石川氏と同様の問題意識をもつ人び

ととの協働により、活動は徐々に進展していった。

当該活動は、地域ケアという体制を整えるためのものであるため、行政との交渉は不可欠となる。活動と行行

政政ととのの関関係係は是々非々のものであり、時に行政側の理解者との出会いによって活動が進展した。また革新自治

体による福祉政策への優遇や、地域の行政や保健施設などの協力的姿勢など、時代や環境のメリットもあった。

集集合合的的アアイイデデンンテティィテティィは活動を継続するなか、医師、専門職、行政職員、ボランティア、市民団体へと広

がった。困難な背景のなかでの活動である分、多種多様な人びとの共感を生み、多くの人の紹介によって活動

のネットワークは広がった。

メメデディィアア関連では行政職員の協力もあり、東筋協の巡回健診事業がテレビや新聞などのマスメディアで紹介

され、人びとを動員することに成功している。また石川氏は、東筋協が71（昭和46）年より発行している機関

誌「東筋協会報」への寄稿をはじめ、医学誌への論文投稿、講演などで活動の成果を示し、活動の進展をはか

った。

さらに、活動や組織の「内的要因」にかんするコードをみてみたい。

表11 日野市地域ケア研究所の「内的要因」
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もともと会社役員であった石川氏は、組織経営に携わった経験を生かし、東筋協においても組織のあり方の

確固たる思思想想のもと、効果的な手法で運動を展開した。その思想は、全国組織離脱から地域ケア構想までの展

開と、強く関係していると考えられる。

検診事業の進展にともなう行政と住民の役割変化への考察（1990：97）は、現在の行政と住民との協働のあ

り方へも示唆に富んでいる。また地域ケアなどの新しい試みにおけるインフォーマル集団の重視や、「地域包括

センター」の構想など、実践的経験に基づいたアイデアは、先進的かつ実利的なものである。

また石川氏は1980（昭和55）年２月、地域ケア体制づくりの思想の集大成を、財団法人社会教育協会の懸賞

論文へ投稿、論文「新しい価値観と日本人の生き方へ」は優秀賞に入選した。ここで記された思想は研究所と

愛隣舎の設立の礎となり、受賞はその発展の原動力となった。

全国組織や東筋協の活動はソソーーシシャャルルアアククシショョンンそのものである。しかし当時の保革対立などの影響もあり、

イデオロギーの色眼鏡で見られることが多く活動は難航する。石川氏は、イデオロギーや政党とは無関係の

「福祉運動」のあり方を主張し、地に足がついた運動を心がけた。

当該活動については、関係者が医療関係者や専門職が多く、男女差による活動の濃淡などは見られなかった。

ただし一部登場する一般ボランティアについては、ほとんどが主婦であり、現場の介護には女性が携わること

が多いというジジェェンンダダーー役割の一面は見られた。

活動はまた、独自のさまざまな事事業業モモデデルルを生み出していることも特徴である。まず65（昭和40）年にスタ

ートした東筋協の巡回検診（難病の早期発見と療育指導）は、これまでの要求中心の運動とは異なり、実践的

活動を通じてイシューに取り組むものである。当初はボランティアで運営していた事業は、活動を継続するこ

とで一般的認知が進み、行政からの委託事業へと変化した。東筋協や各行政組織、医師会という複数組織の協
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働による難病検診は、まず東村山市で展開され「東村山方式」と呼ばれた。ケースワーカーの導入や、検診後

の追跡サービスなどの新しい取り組みは、他の地域にも広がっていった。

また東村山方式を踏襲した「日野方式」は、住民組織である「日野医療と福祉を進める会」が加わり実施さ

れる。日野方式は住民参加型であることと、完全に地域主導の事業（東村山方式は東京都の事業）であった点

が特徴である。専門職と住民の協働としての研究所や、難病患者にたいする地域ケア拠点としての愛隣舎も、

日野方式における独自の事業モデルのひとつである。

以上、活動にかんする内外の要素を整理した。以下では、時間経過による活動の展開を追った。主に活動が

始まる契機となった出来事から、どのような転機を経て活動が継続していったのかを示している。

表12 日野市地域ケア研究所の「略年表」

一連の活動の契機は、1963年の親の集いへの石川氏の参加である。会の活動に参加するうちに、石川氏は組

織の中枢をなすようになる。本業の辞職、東筋協の理事長就任を経て活動を継続するも、陳情中心の活動や大
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きくなりすぎた組織の弊害から逃れるため、東筋協は全国組織から離脱する。このことが第一の転機となった。

その後は地域におけるケアというイシューに特化して取り組むため、長期にわたりさまざまな手法や組織編

成を繰り広げ、長男正一氏の死を乗り越えて「ケア研究所」と「愛隣舎」の設立という帰結を生んだ。東筋協

での活動も継続しつつ、より地域的な課題解決の拠点として研究所を位置づけ、さらに実践的施設として愛隣

舎を設立した。実践の拠点をもったことが活動全体に効果を与え、活動の継続性を強めた。

以下は、活動の特徴および時間的変化から見出した継続要因と手法である。

特特徴徴

・活動領域の絞り込み（全国組織→地域組織→地域拠点）

・場（日野という地域）とイシュー（難病）の非関連性

・地域福祉（地域ケア）の実験的拠点、普遍化へ試み

継継続続要要因因

・「リーダー」＝「イシュー」の追究者の存在（強い動機と意思、積み重ねられた思想）

・（活動のきっかけとなった）正一氏の逝去後も、イシューの普遍化を試みたこと

継継続続のの手手法法

・「先に課題（イシュー）ありき」＝課題解決のための絶え間なきレパートリー開発

・アドボカシー（東筋協、研究所）と実践（愛隣舎）の相乗効果

４‐２‐２．寝屋川市民たすけあいの会

分析対象となる文献は『たすけあいからのネットワーキング』である。ここでは、団体の中心メンバーであ

る上野谷氏、橋本氏により執筆されたⅠ、Ⅱ章、「むすび」から抜粋したテキストをコード表の左側に、会員や

運営委員などにより執筆されたⅢ章部分を同右側に分け、以下の通り示した。

表13 寝屋川市民たすけあいの会の「基本情報」
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たすけあいの会は、複数のユニットによるネットワーク組織で、ユニット毎に事業の責任をもつという組織

形態をとっていたが、実質的リリーーダダーーは、当時代表の上野谷加代子氏であった。上野谷氏が代表に就任した経

緯（詳細は後述）にも関係するが、強いリーダーが会を導いてゆくというスタイルではなく、活動の中で見出

した問題点を修正し、学習会などを重ね、メンバー全体で進んでいくという動きがとられた。そのため会の会

員は、フフォォロロワワーーよりススタタッッフフという表現が適切であろう。

会には運営委員などの会員を中心に、多くのボボラランンテティィアアが所属した。会員の構成は老若男女問わず、属性

もさまざまである。母体となった「大阪ボランティア協会」の関係者から、大学教員や大学生、主婦などや、

会の運営する英会話教室の生徒が会員になった例もある。いわゆる「フツウの人（1989:109）」が中心であった

が、専門職が加わることで、効果的な活動へとつなげている。

もともとボランティア活動の需給調整を主目的として会が設立されたことや、地域による市民のたすけあい

に重点を置いているため、スタッフおよびボランティアは、主婦を中心に、学生や勤労者、定年退職者など地

域に在住する多種多様な人びとで構成された。ボランティアのメンバーが固定化することで、上手くいくケー

スも多かったが、全体としてゆるやかなつながりで構成されていることが特徴である。

また会は、活動を効果的におこなうため、専門職とボランティアによるユニットでの活動（「ユニット・シス

テム」）を基本にすることや、専門職とボランティアが個々のケースについての方針を決める「ケース検討会」

を定例化するなど、運営上の工夫がなされている。
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会の活動による受受益益者者は、サービスの提供を受ける地域住民をはじめ、ボランティア依頼者である行政機関

や社協、会員など幅広い。また大学の福祉実習へも協力していたことから、大学や学生も間接的な受益者であ

るといえる。

母体である大阪ボランティア協会が会のブブレレーーンンともいえるが、会の関係者には専門職や研究者も多く、実

践を裏づける理論がしっかりとしていたことも特徴である。反面、「学術的すぎて研究機関みたいだ（1989:201）」

という批判もあった。

会は当初から運営資資金金に関して、自主財源にこだわっていた。内訳は会員の会費をはじめ、福祉基金や奨励

金、バザーによる収益、寄付金などであり、また会付属の英会話教室や、華道・書道教室などによる事業収益

も重要な財源となった14。

会の活動の拠点は、会員の社員寮として使っていた民家を借り受けた「たすけあいホーム」という場場である。

組織的な活動を開始した約一年後に拠点を確保し、その後活動は飛躍的に発展した（1989：93）。拠点があるこ

とで、活動の責任の所在を示し、社会的な信用が得られるとともに、会員の帰属意識も形成させるというメリ

ットがみられた。「たすけあいホーム」は、さほど立派とはいえない拠点（1989：157,158）であったことから、

施設の充実とともに会を成長させていくという、身の丈にあった堅実な活動へとつながっている。

以下、活動や組織をめぐる「外的要因」にかんするコードをみてみたい。

表14 寝屋川市民たすけあいの会の「外的要因」
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会が正式に立ち上がったのは1978年５月であるが、活動のルーツは75年までさかのぼることになる。75年頃

から寝屋川保健所の保健婦より、重度障害児家庭へのボランティア要請が大阪ボランティア協会に入るように

なる。

障害児家庭への援助は、もともと業務として市の保健婦により遂行されていたが、さまざまな問題やジレン

マに直面していた。たとえば障害児の家庭状況の変化（保護者の健康状態や勤務体系など）による、業務の中

断などである。障害児とその家族の生活を両立させるためには、公的機関である保健所だけの援助では限界が

あったことから、大阪ボランティア協会への要請が入ったのである。このことが会の活動の最初の契契機機となっ

た。

その後、大阪ボランティア協会、寝屋川保健所保健婦、寝屋川在住のボランティアの三者で話し合いがなさ

れ、76年から障害児をもつ家庭への訪問援助活動が始まった。活動を続けるうちに、ニード把握やボランティ

アの需給調整の難しさが顕著となり、それに対応する組織が必要とされた。そのため大阪ボランティア協会の

局長であった岡本榮一氏は、年賀状のやり取りを通じ、寝屋川在住の大学教員で福祉研究者の上野谷加代子氏

にはたらきかけ、拠点作りと活動のリーダーシップをとることを依頼した。以降、77年２月の「寝屋川ボラン

ティア・グループ（在宅ボランティア・グループ）」が立ち上がり、「寝屋川地域ケアを進める会」と改称、翌

78年3月の「寝屋川市民たすけあいの会」設立へと結びついた。

このように、地域住民による地域ケアの構想を持っていた岡本氏らと、社会福祉への熱意をもち、研究と実

践のバランスの必要性を感じていた若手研究者の上野谷氏との絶妙なマッチングにより、活動がスタートされ

た。

会のイイシシュューーは、地域の福祉ニーズに合致したボランティアの拠点づくりであり、また会の名称にもある

「市民によるたすけあいのネットワーク」の創造である。もともと活動は「困っている人がいるのなら、なんと

かしなくては」という素朴な動機から始まったものであるが、活動を続けることで会はその存在意義を深めて

いる。

またイシューに基づいた会の社会的な位置づけは、母体の大阪ボランティア協会が中心にまとめた「寝屋川

地域ケア開拓プロジェクト構想（通称：ピンク・レポート）」で述べられている。組織設計と行動指針が描かれ

た「ピンク・レポート」は会の活動の原点であり、未来への構想として会の原動力となった。

会の背背景景には、まず寝屋川市という地域的な特性がある。寝屋川は大阪市の北東部に位置し、戦後、大阪の

ベッドタウンとして人口が急増15した地域である。地方からの転入者が圧倒的に多く、また人口の流出入も高い
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（1989:166）。そのために住民のつながりも限定的であり、「ボランティアを望む人が多いが、ボランティア活動

をしたい人の少ない都市（1989：109）」といわれる地域となった。

また当時はボランティア活動の縄張り意識が残り、地元社協とのトラブル（1989：111-2,155）をはじめ、行

政機関、福祉事務所などとも意識の違いで対立することがあった（1989：172）。このような会をとりまく背景

が活動の障壁となるとともに、活動を継続せざるを得ない状況へと動かしていった。

上述したように個別ケースをめぐり対立することがあったが、行政との関係は中立的であったと考えられる。

行政機関から会へはボランティア依頼がもちこまれ、ケースによっては、福祉事務所や保健所などと協力して

取り組んだ。また会が行政へ支援を求めたりもした。「行政や専門職にこびることなく、共に生きる関係にしよ

うとする人びとが増えることが社会福祉の成熟した姿（1989：99）」という理念をもとに活動をしていた結果で

あろう。

集集合合的的アアイイデデンンテティィテティィに基づいたつながりは、地域の市民運動団体とのイベント共催や、東京の「杉並老

後をよくする会」などとの組織的な交流の中でみられた。いっぽう、大学教員である会員を通じ多くの大学生

がボランティアで参加したり、会員の子どもが事務局でアルバイトを始めたり、会の受益者がスタッフへ転身

するなど、個人のネットワークを通じて広がっていることも特徴である。

会の活動を広報するメメデディィアアは、78年９月創刊の機関誌「つなぐ」であり、88年３月で通算50号となった。

またボランティアビューローとして「ねやがわ地域福祉ハンドブック」の作成も受け負う。さらに日本社会福

祉学会での学会発表、公開学習会や各種交流会の開催など、会の活動が広く伝達された。

以下、「内的要因」にかんするコード表である。

表15 寝屋川市民たすけあいの会の「内的要因」
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会の思思想想は、ボランティアのあり方や、ネットワークや組織の理想形はどうあるべきかといったボランタリ

ズムであり、実践と理想の往復運動から生みだされた。母体である大阪ボランティア協会の影響も大きく、実

践に基づく協会の思想は会の行動指針となった。

具体的には人の縁や思いの重視といった観念的なものから、ボランティア活動をおこなうチームの構成やシ

ステムのあり方などの技術的なものまで幅広い。いずれにせよ地域におけるヒトとネットワークの理想形を、

活動を通じて追い求めている姿がみられる。

ジジェェンンダダーーにかんしては、特別意識されたような記述は見られず、ジェンダーが争点となる活動ではないこ

とが分かる。ただ主婦が中心の会であるため、サービス利用者からはきめ細やかな援助が受けられたことが述

べられている（1989：205）。またボランティアの男性からは、男女関係なく同様のサービスが提供されていた

ことが述べられた（1989：117）。

会のソソーーシシャャルルアアククシショョンンについては、従来からの行政や社協中心の福祉にたいする問題提起はあるものの、

制度改正をはたらきかけるなどの政治的な活動については述べられていない。会の活動自体を「市民運動」と

捉えているが（1989：98,130,132）、特に政党や団体、組織などと協調するといった直接的な動きは見られなか

った。普段の会の活動を通じ、実践的にその問題へ応えていくことがソーシャルアクションであるということ

であろう。

会の事事業業モモデデルルは「寝屋川市地域ケアプロジェクト構想（ピンクレポート）」をもとに構築されており、活動

を続ける中で修正や展開がなされている。チームによるボランティアの最小単位を「ユニット」とし、効果を

最大にする工夫がなされている。会の組織自体も、ユニットの集合体としたネットワーク組織として捉えられ

ている。ユニットによる活動は、在宅サービス活動や交流活動をおこなう「地域活動」、ボランティアと受益者、

関係機関などとの「需給・連絡調整」、「ボランティア活動の援助」などが主である。

活動にあわせて、ボランティアと会のコーディネーターによる「ケース検討会」や専門職も交えた「合同ケ

ース検討会」の開催、受益者のための「在宅療養者交流会」、障害児の遊び場の提供と地域との交流を目的とし

た「びっくりおもちゃ箱」など、会独自の事業モデルも生まれている。

また会の活動の場を広げ、多くのひととつながりを設けるための活動として、「ぼちぼちの会」や「かわち市

民塾」などの交流事業（公開学習会）もある。「ぼちぼちの会」は、85年から会のメンバーにより自主的に始め

られた。たすけあいの会メンバーの知人を弁士に、さまざまなジャンルについての講演をしてもらい、お酒な

どを交えながら雑談するという形式をとる。不定期で開催され、87年10月まで15回を数えた。「かわち市民塾」

は86年より開始、会員や一般市民を対象に、福祉、医療、教育などについての講演がおこなわれる。月一回の

開催で、夜開催の「ぼちぼちの会」と比べオフィシャルで制度化されたものである。

そのほか、バザーや、英会話教室、華道・書道教室は、会の活動資金を得ることのほか、とくにボランティ

アに興味のない一般市民を、活動へと導く役割を果たした。

以上、活動にかんする内外の要素を整理した。以下は時間経過による活動の展開である。
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表16 寝屋川市民たすけあいの会の「略年表」

活動の契機は、1975年の保健婦による大阪ボランティア協会への依頼である。地域に密着したボランティア

サービス拠点をつくるため、周到な準備がなされ、会の設立に至った。

会の思想や活動手法の基礎となった「ピンク・レポート」の策定は第一の転機であり、その後、活動拠点と

なった「たすけあいホーム」の完成が第二の転機である。

会はユニット・システムという仕組みを基礎にさまざまな事業に取り組み、トラブルにはユニット内の綿密

なコミュニケーションにより対処してきた。また会と地域を結ぶ数々のしかけにより、ボランティアを増やし

たり、地域の理解を深めたりした。

さらに母体である大阪ボランティア協会との適度な距離や、地域の社協との確執なども、結果として組織を

強固にし、活動を継続する要因となっている。

以下は、活動の特徴および時間的変化から見出した継続要因と手法である。

特特徴徴

・既存団体からのスピンアウト、専門家集団

・地域に特化したボランティア拠点の創設

継継続続要要因因

・イシューを受け、思想（理念）と手法を早期確立したこと

・競合ライバルの存在（本来業務が重なる社協など）

継継続続のの手手法法

・経営論に基づいた組織展開（ユニット・システム）

・地域と会をつなぐ多様なレパートリー

４‐２‐３．あかねグループ

ここでは、機関誌「あかね」のバックナンバーをもとに活動を振り返り記述された記念誌『あかねグループ

12年 素顔の主演女優たち』と、あかねグループ仕入部のフレッシュメイト事業に特化して書かれた『今、フレ

ッシュメイトが楽しい』の２冊を取り上げる。主として、あかねグループの経緯と活動全般について述べられ
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た前者を参照したい。

コード表左側が『あかねグループ12年素顔の主演女優たち』、コード表右側が『今、フレッシュメイトが楽し

い』からのテキストの抜粋である。コード表右側で、イタリック体（斜体）のテキストは、あかねグループ以

外の団体（主におだまき会）にかんする記述である。

表17 あかねグループの「基本情報」
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あかねグループの創始者でありリリーーダダーーの福永隆子氏は、前職は兵庫の「灘神戸生協」の職員であったが、

老いた母と暮らすために退職し仙台で暮らすこととなった。あかねグループの前身であるクッキングサロンも、

仙台における生活の糧として1980年に設立されたものである。

福永氏は、「行動力、パイオニア精神、不屈の闘志、情熱、先見性の持ち主（1994：12）」と評されるように、

精神的に強いリーダーであるとともに、包容力や柔軟性をもち、団体のメンバーや関係者に慕われていた人物

である。

フフォォロロワワーーである会員は、子育てを終えた主婦（「思秋期」の女性）が中心で転勤族の夫をもつ者も多く、入

れ替わりが激しい。83年あかねグループ設立時の10名のメンバーのうち、出版時（94年）に残っていたのは３

名のみであった。反面、メンバーの入れ替わりは団体の活性化を促すこととなり、94年時で会員数は60余名に

のぼっている。

あかねグループは「授産（1994：５,６,92）」と福祉を活動の柱として設立されたため、事業で得た収益の一

部を福祉活動の資金へ充当させるという形態をとった。このようなNPO（社会的企業）のさきがけともいえる

事業形態は当時ではめずらしく、会の活動がNHK「有償ボランティアの試み―主婦の老人介護」という番組を

通じ全国放送された（84年４月12日放送）。

また福祉的事業は会員によりサービスの提供がなされ、高齢者への給食事業、ヘルパー派遣、テレフォン相

談、託児保育サービスなどがあり、一部受益者に負担を求めるというしくみ（「有償ボボラランンテティィアア」）をとった。

そのため一部の住民からは、「あかねはお金をとるからけしからん（1994：142）」、「お金を稼いでいるからボラ

ンティア・グループではない（1994：6）」という反発があり、団体内部でも有償ボランティアにたいする相克

がみられた。

活動の主たる受受益益者者は、サービスを受ける高齢者などであるが、会員もまた物心両面にわたるメリットを享

受している。

団体のブブレレーーンンは、福永代表が参加した講演会を通じのちに深くかかわりをもつようになった、「高齢化社会

をよくする女性の会17」の樋口恵子氏が該当する。福永代表は樋口氏らの理念を、あかねグループの行動指針に

参照しており、各文献にもその点が随所にみられる。また事業部ごとに手本となる人物や団体があり、たとえ

ばフレッシュメイト事業をおこなった仕入部は、元東北大学理学部教授の板倉勝高氏の指導を、高齢者給食を

おこなう食事サービスチームは、本書でも取りあつかう「ふきのとう」の活動を参照している。

活動資資金金は月800円の会費のほか、バザーの収益や事業収益の一部であり、会全体の運営に利用されている。

先述したように、ボランティア団体でありながら事業体の側面をもち、協賛金や助成などを頼りにしたくない

という「自立した女性たちの団体」へのこだわりがみられた。

あかねグループの活動の場場は、「あかねハウス」と呼ばれた庭付き一戸建て住宅であり、福永代表の母より借

り受けたものである。昭和初期に建てられた古い建物であったが、グループの会議や老人給食の調理場、託児

所など、各種活動の拠点として重要な役割を果たした。その後立ち退きにあい18、94年７月に拠点を南小泉（～

2000年12月）へ移している。

（フレッシュメイト事業）

フレッシュメイト事業は、あかねグループの仕入班と仙台市七郷地区の近郊農家で構成される生活改善クラ
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16カッコ内の○年○号と示されているものは、機関誌「あかね」からの引用であり、発行年と発行号数を表す。
17現「特定非営利活動法人高齢社会をよくする女性の会」、1983年３月設立、2005年１月にNPO法人格取得。
18仙台市のウェブページ「仙台News特集高齢者福祉のフロンティア」（http://www.city.sendai.jp/soumu/kouhou/s-new4/tokushu_1.html 2010.10.10

取得）より。
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ブ「おだまき会」の両者により、1985年（昭和60）に立ち上げられた有機低農薬野菜の宅配事業である。おだ

まき会のリリーーダダーーは、萱場市子氏であり77年（昭和52）設立時より会長となっている。おだまき会は、野菜の

加工品の製造販売を農業の副業としておこなっていたが、農業普及員のアドバイスにより朝市での生鮮野菜の

直売を始めた。

かねてより仕入れ事業をおこなっていたあかねグループは、東北大板倉教授のアドバイスをうけ、生産者と

の交流会を開くこととなった。85（昭和60）年７月に開催された第一回交流会でおだまき会と知りあうことと

なり、事業の立ち上げに結びついた。あかねグループはおだまき会より仕入れた有機低農薬野菜をパック詰め

し、会員へ販売し、その利益の一部を活動資資金金へと利用した。

次に活動や組織をめぐる「外的要因」にかんするコードをみてみたい。

表18 あかねグループの「外的要因」
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団体の活動のきっかけは、代表の福永隆子氏が仙台に戻り、再就職の活動をしていた時に、職安の職員から

かけられた言葉である。「あんだのとす（年）ではそうずふ（掃除婦）もねえよ19」との言葉に福永氏は奮起し、

あかねグループの前身であるクッキングサロンを開設した。このことが最初の契契機機となる。

その後クッキングサロンが働く女性のための夕食作りをおこなっていたことで、朝日新聞の地方版に掲載さ

れ、賛同した主婦たちとともにあかねグループが設立された。このことが第二の契機である。

団体のイイシシュューーは、クッキングサロンの設立契機や取り組みに表されるように、女性のための「授産」（起業）

活動を通じ、女性の社会的自立を促進するということであろう。このことが基礎にあり、地域においても女性

の社会的な活動の場を見出し、さらに自分たちの未来（老後）のためにも活動は不可欠であるということで、

福祉活動が展開されているように思われる。

団体の活動をめぐる背背景景には、当時の東北独特の閉鎖的・排他的な地域性（1994：55）がベースにある。そ

のため女性だけの新しい活動へのさまざまな批判や中傷があり、活動の阻害要因となった。

いっぽう団体と行行政政ととのの関関係係は比較的良好であり、活動が軌道に乗り、地域でも名が通る団体になると各機
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関より要請があり、行政への参加の機会も増加している。また県の婦人少年室長からも機関誌あかねを通じ、

活動にたいするエールが送られている（1994:28,49）。当時は国連婦人10年の期間中であったことや、行政が率

先して女性の地位向上を訴えていたこともあり、活動にたいする行政の理解が大きかったように思われる。

また活動の賛同とともに集集合合的的アアイイデデンンテティィテティィは、「みやぎ女の自立と老いを考えるシンポジウム」を契機

に徐々に広がっていったようである。当初はグループ内にもシンポジウム開催にたいする異論が存在したが

（1994:39）、活動への理解を広める役割を果たした。

各地における福永代表の講演会活動や、フレッシュメイト事業を拡大させた「交流会」も、会のネットワー

クを広げた。また本論で取り扱っているふきのとうとは、同じ老人給食事業をおこなう団体ということで、親

密な交流がみられた。

メメデディィアアとのかかわりについては、当時めずらしい形態の市民活動ということで、マスコミからの取材も多

かった。また朝日新聞の記者やNHK職員などが機関誌への寄稿をおこなうなど、良好な関係にあった。

（フレッシュメイト事業）

パック詰めした生鮮野菜の定期的な宅配は、先述した板倉氏のアイデアにより実現化した。このことがフレ

ッシュメイト事業開始の直接の契契機機となった。

事業は活動資金を得るためでもあるが、都市生活者が農産物を買い支えることにより、農家の女性の経済的

自立を促すという目的があった。あかねグループの提起するイイシシュューーにたいする一つの答えである。

さらに、活動や組織の「内的要因」にかんするコードをみてみたい。

表19 あかねグループの「内的要因」
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活動当初は、福永代表の「何かしたい、何かしなければ」という社会との接点が断たれた女性の焦燥感と、

社会参加の強い意欲に基づいた感情が活動の礎であった。このことはやがて女性の経済的、社会的自立を目指

すという思思想想へとつながっていく。

団体の前身であるクッキングサロンが、夕飯のおかずやおせち料理を作ることにより、働く女性を支援する

という事業に取り組むことになり、さらにそのことが新聞報道され、思いに賛同した多くの女性が福永氏のも

とに集まり、あかねグループの設立へとつながった（1994：3）。このことからも、「女性」というキーワードが

思想の根底にあるといえよう。

このように、ジジェェンンダダーーの枠組みにたいする問題意識とともに、主婦の目を通した家庭や地域への視線が、

団体の行動原理となっている。前者は、女性の自立のための「授産」活動に、後者は家族の健康のための低農

薬野菜の仕入れ事業や、地域の高齢者のための福祉サービスに反映されていると考えられよう。

さらにフレッシュメイトは、低農薬野菜の直販という付加価値のある事業的側面、消費者の健康を守り、ニ

ーズを反映させる消費者運動の側面、また女性の農業グループを中心に契約を結び「買い支える」ことにより、

農家の女性の自立を助けるという女性運動的な側面など、複数のイシューをもつ活動である。

団体がおこなったソソーーシシャャルルアアククシショョンンの代表的なものは、前述した「みやぎ女の自立と老いを考えるシン

ポジウム」であろう。シンポジウムでは、とくに高齢者福祉にたいする政策提言をおこない、各行政機関や市

民団体への影響も大きなものであった。また宮城県や仙台市にたいするロビー活動もおこない、行政（総理府

や県）からのヒアリングや委員任命も受けている（1994：114,221）。

団体の事事業業モモデデルルであるが、設立当初はクッキングサロンの後継である「調理班」、手作りのオリジナル商品

販売をおこなう「手仕事班」、食品の共同購入をおこない、のちにフレッシュメイト事業を立ち上げた「仕入班」、

一時保育をおこなう「託児班」、あかねセンター運営を担う「ビジネス班」の５班体制であった。

この組織構成からも分かるように、当初は福祉をイシューとした団体ではなく、あくまで女性による起業、

事業をおこなうグループであった。しかしながら組織全般に共通する要素は、女性を支援しエンパワーメント

をおこなうというところにあった。

その後、東京でおこなわれた「高齢化社会をよくする女性の会」主催の「女の自立と老いを考えるシンポジ

ウム」に福永代表らが参加したことから、翌83年に福祉班が設けられ、４月に産後・家事援助ヘルパー事業、

９月には老人介護ヘルパー事業が開始された。またシンポジウムを何としても仙台で開催したいという団体の

思いから、「みやぎ女の自立と老いを考えるシンポジウム」が83年10月に実現する。

宮城におけるシンポジウム以降、団体の福祉活動が本格化してゆく。このことに加え、会員が出張ヘルパー

時に、お年寄りの食事の侘しさを見たことをきっかけに（「もやしの一皿20」）、84年４月から老人給食サービス

が開始されている。

94年現在では調理チーム、手仕事班と仕入班が合併してできた「手づくり市チーム」の２チームで構成され

る「ゆうあい倶楽部」、「託児チーム」、福祉班の後継である「ヘルパーチーム」、老人給食事業の「食事サービ

スチーム」、「老人テレフォン相談」の４チームで構成される「ふくし倶楽部」にグループ運営を担う「事務局」

を加え、2部6チーム体制になった。

（フレッシュメイト事業）

フレッシュメイト事業では、都市と農村の女性が活動を通して出会うことで、双方にさまざまな影響をもた

らした。まずは生産者と消費者の立場から、互いの立場の理解を深めたこと、さらには同じ女性として、互い

に連帯する必要性に気づいたことなどである。

女性と地域、老いをイシューとし、それらの理想的なあり方を模索するあかねグループの思思想想に、フレッシ

ュメイト事業は経済的な実益も伴い、寄与した事業であったといえる。

以上、活動に関する内外の要素を整理した。以下は時間経過による活動の展開である。なお事項末の数字は

掲載ページであり、「f」があるものは『今、フレッシュメイトが楽しい』から抜粋したものである。
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20保健所からの依頼で訪れた80歳のお年寄り宅で、もやし一皿で昼食をすます姿を目にし、グループが老人給食サービスを始めるきっかけとな
った。グループの合言葉のひとつとなっている（1994：40,213）。
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表20 あかねグループの「略年表」

活動のきっかけは、1980年の福永代表の帰郷、就職断念、クッキングサロン開設であり、この時期の経験が

会の中心的な思想を生んだと考えられる。実践的活動の組織あかねグループが設立されたことが次の契機とな

り、活動を強固なものとした。

活動を続ける中、「高齢化社会をよくする女性の会」との出会いで、女性と老いが活動のイシューであること

が再確認され、グループ自らが主催したシンポジウム開催へとつながる。このことを転機とし、以降さまざま

な事業が生み出され、試行錯誤を繰り返しながらも活動を継続させている。

以下は、活動の特徴および時間的変化から見出した継続要因と手法である。

特特徴徴

・主婦が担い手の地方型地域福祉団体

・フェミニズム団体の要素

・事業型NPO、社会的企業、ワーカーズコレクティブのさきがけ

継継続続要要因因

・女性の自立という「思想」（女性と老い）へのこだわり

・イシューの追求と伝播
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継継続続のの手手法法

・思想（女性・主婦）とイシュー（福祉、授産）の段階的統合

・「有償ボランティア」という「事業モデル」

・課題探し型「事業モデル」（柔軟な組織改編）

・活動への付加価値（フレッシュメイト事業、女性と地域近郊農村の地縁組織と地方都市の市民組織の融合）

４‐２‐４．老人給食協力会ふきのとう

ここでは分析対象となる文献『老人と生きる食事づくり』を、団体の活動史と活動内容について述べられた

１～３章と、メンバーによる座談会や受益者について述べられた４章～終章までを分け、前者をコード表左側、

後者を右側に記載する。

表21 老人給食協力会ふきのとうの「基本情報」
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ふきのとうの設立時のリリーーダダーーは、五人の子の親である主婦の平野眞佐子氏（2003年逝去、享年62歳）であ

る。1976年に夫の転勤で福岡から東京に戻り（出身は新宿区）、世田谷区桜丘に移り住んだ。

77年に近所の広場を「冒険遊び場」にしようという「プレーパーク運動21」が起き、平野氏も携わったことが、

のちのふきのとうの立ち上げに結びついた。プレーパーク運動への参加をきっかけに平野氏は、地域における

新旧住民の連帯の必要性に気づき、老人給食協力というテーマを思いつく。この運動がふきのとうの源泉であ

るため、設立スタッフの半数は当時からの主婦仲間である。その多くが平野氏と同様、区外から転居してきた

新住民であった。

プレーパーク運動は、主婦や若者を中心としたボボラランンテティィアアによって支えられたが、ふきのとうもまた、サ

ラリーマン家庭の主婦のボランティアを主に構成された。ふきのとうが設立された1983（昭和58）年には、す

でに区の老人給食にたいする補助金制度があったため制度を利用し、「老人集会所（旧・日赤子どもの家）」を

会食会場に、11人のボランティアから活動をスタートした。利用者のお年寄りが増えるに連れ、さまざまな層

のボランティアが世田谷ボランティア協会などを通じて集まった。ふきのとうには食事関連の他に、コーラス、

体操の指導をおこなうボランティアもいる。また近接する東京農大の学生ボランティアが、会食時の余興とし

て「大根踊り」を披露することもあった。

会の活動による受受益益者者は、食事サービスを利用する高齢者である。89年当時、利用者は65名で１食あたり250

円の自己負担であった。利用者で集まって会食をすることが目的のひとつであるが、宅配（配食）もおこなわ

れた。本文の５章では、利用者である5名のお年寄りについて、これまでの人生を含めて紹介されている。それ

ぞれに深い人生を歩んできた人びとが、ふきのとうを通じ地域で知り合う姿や、利用者からさまざまな事を学

ぶボランティアの様子が描かれている。単なる食事サービスを越え、地域交流の場として人びとを引き合わせ、

ともに支え合おうという会の思想の実現化が読みとれる。

会のブブレレーーンンはリーダーである平野氏自身であり、氏の思想が活動の指針となった。しかし活動が本格的に

軌道に乗ったのちは、シンポジウムを共催するなど関係を深めていったオーストラリアの非営利食事サービス

「MOW」を手本とした。MOWは、平野氏の考え方を補強し、活動に実践的な示唆を与えるという役割を果たす。

またシンポジウムを通じて交流が始まった社会福祉学者の一番ヶ瀬康子氏も、活動の指針を示すブレーンとな

っている。

会の運営資資金金は主として給食からの収入である。受益者である利用者のお年寄りの負担金250円のほか、区の

助成が600円であり、１食あたり850円の収入が得られた。また区から準備金として一人当たり3000円が助成さ

れた。その他、ボランティアが負担する毎月100円の会費、賛助会員からの会費、年一回のバザーの収益などが

活動費に充てられた。事務局は有給のスタッフ（有給ボランティア）で運営されているため、行政やロータリ

ークラブなどにその資金を頼っている。
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21プレーパーク運動についての詳細は、トヨタ財団の助成により87年に出版された『冒険遊び場がやってきた!-羽根木プレーパークの記録』で
紹介されている。
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活動の場場に関しては、会は初期に種々の障壁にぶつかることとなった。最初の会食場である「老人集会所」

の閉鎖後、84年12月に活動の場を新設の区民センターに移したが、86年６月に地域住民の自主運営組織である

「区民センター運営協議会」と、運営にかんしてのトラブルが発生した。このことは、同じ地域の住民や市民団

体との関係性が、市民活動にとって大きな要因となることを浮き彫りにする。このように本部での活動に制限

ができたことを機に、弦巻、桜上水などの支部づくりが進んだ。

次に活動や活動をめぐる「外的要因」をみてみたい。

表22 老人給食協力会ふきのとうの「外的要因」
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前述したように、ふきのとう設立の契契機機は、1977年のプレーパーク運動までさかのぼることになる。焚火な

どもでき、子どもが自由に遊べるような「冒険遊び場」をつくろうというイギリスで広まった運動を、日本に

最初に持ち込んだのがこの世田谷の運動である。まず「桜丘五丁目広場」の半分を区より借り受け１年間活動

したのち、78年には区立の羽根木公園へと活動の場を移した。

冒険遊び場づくりを経験した主婦を中心に、80年11月「子ども会テラ（地球）」が設立された。テラは桜丘五

丁目広場と隣接する老人集会所を拠点に、子ども会活動を行った。のちに桜丘五丁目広場に区民センターが建

設される話がもちあがり、広場存続の署名活動が始まり、区への提言をおこなういくつかの市民グループがで

きあがる。それらのグループのメンバーを中心に、83年ふきのとうが設立されることとなった。

ふきのとうが老人給食に取り組むことになったきっかけは、桜丘五丁目広場への提言をさらに発展させ、区

へのまちづくり提言である「地域からの提言」を提出したこと、またテラの活動を通して、地域のお年寄りた

ちと知り合うようになったことなどである。そのお年寄りたちが個食のさみしさを訴えたことから、皆で集ま

って食事をしたらどうかというアイデアにつながった。

このようにふきのとうは、平野氏発案の「地域からの提言」のなかにある「地域は一つの家族である」とい

う考え方を実現化するための組織であるといえる。つまりふきのとうの活動手段は老人給食であるが、イイシシュュ

ーーは地域における高齢者のケアであり、住民自治による福祉の実現ということになる。

ふきのとうの活動エリアである世田谷区は、都内西部に位置する住宅都市であり民度も高く、古くから市民

活動もさかんな地域である22。反面、サラリーマン世帯を中心とした新住民も多く、地域コミュニティが成立し

づらいという背背景景がある。

ふきのとうの活動が軌道に乗ると、前述したように場をめぐるトラブルに見舞われた。活動拠点であった

「桜丘区民センター」の利用方法をめぐり、他の利用者よりクレームが入るようになる。そのため住民で運営さ

れる「運営協議会」はふきのとうにたいし、食事サービスでの利用を禁止する通達を出した。ふきのとうがサ

ービスの規模を縮小することで事態が収拾されたが、地域で活動を続けることについての困難さが露呈した。

一連のトラブルについての争点は、「自主」にかんすること、「地域との関係性」にかんすること、「活動の位

置づけ」にかんすることの3点であった。まず地域施設の管理、運営、利用の自主性にかんしたトラブルは、

「市民自治」意識の高い地域ゆえに、理想と現実のギャップから生じたと考えられる（市民による「運営協議会」

の限界）。

また先進的な活動ゆえに、住民の理解も限定的であったこと（「住民」との意識のギャップ）によるトラブル

でもあり、さらに行行政政ととのの関関係係からも起因する、地域における活動の位置づけや責任の所在のあいまいさも原

因となった。行政は区民のボランティア活動を涵養するために、区の施設利用などは区民の自主性に委ねてい

たが、トラブルが発生して初めて、地域福祉を担う市民活動団体との関係性を問い直すこととなる。

集集合合的的アアイイデデンンテティィテティィは、会が活動を強化・継続するために積極的にネットワークを広げたことに伴い、

国内外に広がっている。シンポジウムや視察、またその結果として結成された「全国老人給食連絡協議会」も、

同種の活動をする市民活動団体との連帯を深めていくきっかけとなっている。
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22
65年結成の「生活クラブ」、75年結成の「遊ぼう会（プレーパーク運動の前身）」、75年設立の「世田谷ボランティア連絡協議会（81年、世田
谷ボランティア協会へ改称）」などがある。
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メメデディィアアとのかかわりについては、文献を読んだ限りでは特に言及されていない。会の機関誌「このゆびと

まれ」で活動の広報や会員との交流、メニューの告知などをおこなっている。

以下、「内的要因」にかんするコードをみてみたい。

表23 老人給食協力会ふきのとうの「内的要因」
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会の思思想想は、プレーパーク運動や子ども会活動と共通し、自分たちの手による地域づくり、地域福祉の実現

ということが根幹である。地域の活動のなかで偶然にお年寄りたちと出会ったことでニーズを発見し、地域福

祉実現の一手段として老人給食が開始された。また地域福祉の実現が、自分たちの安心できる未来へと直結し

ていると考えのもと、活動の継続性が重視されている。また区民センターでのトラブルを契機に、あらためて

活動の基本方針を顧みることで、活動を強化していく過程も特徴的である。

会は積極的にソソーーシシャャルルアアククシショョンンをおこなっており、子ども会時代にも、区への陳情や署名などを実施し

ている。区への意見書である平野氏立案の「地域からの提言」は、会の活動指針となった。その他にも会は、

食事サービスをおこなう全国のネットワーク作りを目的にシンポジウムを開催し、86年に「全国老人給食連絡

協議会」を発足させ、事務局を担っている。MOWとの関係もこのシンポジウムがきっかけである。

文献内のジジェェンンダダーーにかんする記述は、当時の背景を反映したものが所々にみられた。主婦のボランティア

が中心の活動であるため、女性の役割の重要性と優位性23を自認しつつも、将来的にはオーストラリアのように

男女差のない活動を理想としている。

高齢者食事サービスは80年代には全国的にひろがりつつあったが、世田谷区はサービスの先進地区であり、

調理から会食、配達まで住民ボランティアがおこなう住民組織が整っていた。その世田谷区のなかでも、ふき

のとうの事事業業モモデデルルには特徴があった。会食形式を基本とすることや、ボランティアによるグループ調理がお

こなわれること、地域を単位に支部を設けることなどが挙げられる。ふきのとうは86年当時、世田谷区内にお

ける高齢者食事サービス食数の約18％（グループ活動の３割）を担い、ボランティア数も100名を越える区内最

大のグループであった（1989：122）。

ふきのとうが、ボランタリズムを重視しつつ組織的な運営に成功したのは、シンポジウムで関係を深めた

MOWのモデル（運営方法、資金調達など）を手本にしたことも影響している。ふきのとうは86年に「全国老人

給食連絡協議会（95年全国給食協力会へ改称）」の事務局を担い、のち2001年にはMOWと正式協定を結び、現

在はMOW日本協会を兼ねている。

以上、活動に関する内外の要素を整理した。以下は時間経過による活動の展開である。
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23地域福祉を担っているのは女性であるという認識（1989:202）についてや、ピラミッド型の男社会よりネットワーク型の女社会が活動に適し
ている(1989:199)という記述がある。
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表24 老人給食協力会ふきのとうの「略年表」

活動の契機は、1977年にふきのとうの代表となる平野氏が、冒険遊び場運動に参加したことである。子ども

たちのための活動に携わったことから、地域のお年寄りたちと出会い、さらに老人給食という手法の発見につ

ながった。81年のテラ主催「すいとんを食べて関東大震災について語る会」で、メンバーは地域における活動

の重要性を確信する。

団体が設立されるまでの経緯は、偶然性によるものであったが、団体設立後は積極的に活動の地盤固めが行

なわれ、活動を継続させている。また活動拠点をめぐるトラブルは、行政や地域との関わり方を学び、活動を

強固なものとした転機となった。

その後は日豪シンポジウムをきっかけに、活動の手本を見つけ出し、全国組織（全国老人給食連絡協議会）

や国際組織（MOW）の拠点となる基礎を築く。さらに会は96（平成８）年、社会福祉法人格を取得した。

以下は、活動の特徴および時間的変化から見出した継続要因と手法である。

特特徴徴

・主婦が担い手の都市型地域福祉団体

・地域におけるトラブルを機にした行政との関係の捉え直し

継継続続要要因因

・自らの（老後）問題をとしての地域福祉への取り組み

継継続続のの手手法法

・課題探し型「事業モデル」

・イシューの広範化（子ども→高齢者→地域福祉）

・全国組織、国際組織の拠点化
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・社会福祉法人の取得

５．結論
本章では、前章において捉えた各団体の基本情報、外的要因のコード、内的要因のコードをそれぞれ比較、

検証することによって、各団体に共通する要素を導き出し、福祉系市民活動の特性を明示する。また各団体の

継続にかんする諸要因から、福祉系団体の継続要因を導きだしたい。

さらに「その１論文」で捉えた環境系市民活動との比較から、福祉系市民活動の特性を見出し、またその特

性ゆえに生じる課題についても考察したい。

５‐１．福祉系市民活動の特性

表25は、前章における事例分析を受けて、コードから各団体と活動の特徴を項目化したものである。

表25 各団体と活動の特徴
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基基本本情情報報（（基基礎礎的的要要素素））かからら

まずリリーーダダーーの属性であるが、本論対象の4団体のうち3団体が女性であり、うち2団体は主婦であった。「そ

の１論文」対象の環境系団体が、4団体中3団体が男性リーダーであったこととは対照的である。

主婦がリーダーであったあかねグループ、ふきのとうの両団体は、構成されるススタタッッフフ（（フフォォロロワワーー））も、

リーダーに近い境遇の主婦が大半を占めている。いずれの団体も強いリーダーが、他のメンバーをひっぱって

いくという構図がみられた。また全体からみられる傾向は、主婦、学生など比較的時間に余裕がある層によっ

てメンバーが構成されていることである。

メンバーの構成として、団体の運営に携わるスタッフと実働部隊であるボボラランンテティィアアを一部分ける団体（た

すけあいの会、ふきのとう）もあったが、両者を兼ねる場合が多い。また団体運営にかかわる中心的スタッフ

は、無償もしくは実費負担で活動に携わる場合が多い。すべての団体が有償スタッフによる事務局を構えるが、

数名程度の設置で、いずれもその資金調達に苦労をしている。

ブブレレーーンンについては学者や専門家が多く、この点は環境系団体も含めた市民活動に共通する特徴であると言

える。ただし、たすけあいの会やケア研究所など、ブレーンがボランティアなどの実働部隊を兼ねるケースも

あり、このことはマンパワーが不可欠である福祉系の特徴であるかもしれない。

福祉という活動分野の性格から、活動には具体的な受受益益者者が存在する。受益者の多くは高齢者や障害者など、

社会的弱者とその家族である。給食サービスについては、古くから行政の制度が整備されている地域も多く、

コストの一部を受益者が負担する。またあかねグループは、授産と福祉の両立というイシューからも受益者負

担を求めたところ、地域で批判を受けることとなった。このことは「有償ボランティア問題」として、福祉事

業へのあり方に問題提起するとともに、「有償非営利活動」のさきがけとなっている。

団体の活動資資金金は、すべての団体がスタッフか受益者のいずれかから、もしくは両者から会費や実費として

集められている。またバザーなどの収益金を利用する団体も多い。たすけあいの会のように自主財源にこだわ

る団体や、ケア研究所のように積極的に行政からの助成金を利用する団体もあるが、いずれも公的機関からの

干渉や意向を受けずに、独自の活動を通している点では共通している。

いずれの団体も、活動の場場を得ることにより活動を充実、拡大させていることから、地域福祉には活動拠点

が重要であることがわかった。拠点はスタッフ同士の懇親を深めることや、受益者と団体の接点となること、

さらに活動の責任の所在を示すという機能も持ち合わせる。

検証を通し、福祉系市民活動団体の基礎的要素には、以下のような特徴がみられた。

・女性のリーダーが多く、スタッフやボランティアは主婦が多くを占める。

・ブレーンは専門性の高い人物であり、スタッフを兼ねることもある。

・これまでの公的な福祉施策と異なり、受益者負担を求めるケースを導入した。

・福祉系市民活動は、活動拠点が非常に重要であり、多くの機能を果たしている。

外外的的要要因因にに関関連連すするるココーードド（（構構造造））かからら

各団体の活動の契契機機であるが、いずれもリーダーが偶然的にイシューを抱えることにより、活動がスタート

するという点で共通している。ただし団体によって、解決すべき課題であるイシューが、変化する場合と変化

しない場合がみられた。

前者は、活動の契機をおこしたイシューが解決、もしくは充足されると、当初のイシューを深化させた課題

に、あらたに取り組むことによって活動を継続させている。本論ではあかねグループ、ふきのとうが該当する。

また後者には、活動を続けながら得たノウハウによって活動のしくみを充実させ、イシューに取り組んでいく

という特徴がみられた。こちらはたすけあいの会やケア研究所が該当する。

すべての団体に共通することは、イシューの展開が他領域を含めた地域福祉全体の充実に寄与しているとい

う点である。また福祉領域のイシューは、完全に解決される性格のものではないため、継続して取り組まざる

を得ないという特性がある。これは人間を対象とする活動に共通してみられる特徴であろう。

活動の背背景景は、地域および社会的環境からの影響をみたものであり、いずれの団体も活動における阻害要素
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が存在した。福祉系市民活動は、その阻害要素を取り除くこともイシュー解決と同様の目的になっている。

行行政政ととのの関関係係であるが、各団体とも対立関係にはないものの、距離の置き方はそれぞれに異なっている。行

政サイドも新しい領域の福祉活動にたいし、どのようなスタンスをとるべきか逡巡している様子がみられる。

ふきのとうのように、あいまいな関係をゆえんとしたトラブルが生じた場合、関係が硬直化する例もある。リ

ーダーのタイプや団体の思想なども、行政との関係性に影響を与える要因であることがいずれの団体からもみ

てとれた。

集集合合的的アアイイデデンンテティィテティィの広がりであるが、多くは個人を介在したものであり、リーダーやスタッフの「思

い」や「情熱」などを通じて、そのネットワークが広がっている。

また活動を伝達するメメデディィアアは、機関誌などの定期刊行物のほか、印刷メディアの使用が中心である。マス

メディアについては、環境系市民活動団体と比べ能動的な利用が少なかった。イシューがエリアを限定する地

域福祉であることも関係している可能性がある。

検証を通し、福祉系市民活動団体の外的要因には、以下のような特徴がみられた。

・福祉のイシューは継続してとりかからなくてはならない性質をもつ。

・活動をとりまく背景への働きかけも、活動のイシューとなる。

・行政は活動にたいして受身であり、両者には一定の距離があるが対立関係にはない。

内内的的要要因因にに関関連連すするるココーードド（（思思想想とと事事業業モモデデルル））かからら

イシューにたいするスタンスに関わる団体の思思想想であるが、いずれの団体も「人間性」に基づいた感情から

活動をスタートさせており、団体の思想が確立されるまでにはさまざまな経緯をたどっている。このことは環

境系市民活動団体とも共通している。

ケア研究所やたすけあいの会はもともとの思想の核があり、活動を継続することでさらに思想を積み重ねて

おり、いっぽう、あかねグループやふきのとうはイシューが先行し、次第に思想を確立していくという特徴が

みられ、二つのタイプに分けることができる。

またいずれの団体も、地域福祉の向上のために活動を継続しているが、結果としてそのことが自分たちの利

益にもつながっているという共通性がみられた。

各団体とも、イシューに取り組む中でソソーーシシャャルルアアククシショョンンをおこなっており、実践活動を通じて社会に訴

えていく方法から、直接行政に制度改善・改変をはたらきかけるものまで、レパートリーもさまざまみられた。

いずれの団体も政治的には中立であり、具体的な敵手との交渉ではなく、イシューをとりまく環境を改善する

という方法をとっている。

福祉系市民活動団体の関係者は女性が多いことから、ジジェェンンダダーーにかかわる言及も多い。あかねグループは、

地域における女性のあり方への問いから活動がはじまり、またふきのとうも、福祉活動における女性の優位性

について言及している。しかし結果的に多くの団体が、男女差なくすべての人びとが地域福祉へ関わる必要性

について触れている。

活動における事事業業モモデデルルについては、各団体とも工夫をこらしている。団体の活動の経過をみていくと、ど

の団体もいくつかの転機を迎え、それを活動継続のためのステップとしていることがわかる。転機は必ずしも

団体にとって順風なものばかりであるとは限らず、逆風の場合も少なくない。しかしそれを機会に活動や組織、

事業モデルの見直しがおこなわれ、結果的に団体にとってプラスの効果をもたらしている。

このように活動の転機と事業モデル、活動の継続性は密接な関係にあり、事業モデルが活動の継続性を保つ

要となることがわかった。事業モデルは制度や社会的環境、ニーズの変化など、団体の外的要因に影響されや

すい。そのため福祉系市民活動団体にとって、いかに団体の思想から乖離せずに環境に適応した事業モデルを

確立し、イシュー解決にむけた活動を継続できるかが最大の課題であろう。

検証を通し、福祉系市民活動団体の内的要因には、以下のような特徴がみられた。

・思想は「人間性」に基づいた感情を基礎に、自らをも含む地域全体の福祉の充実へと発展する。
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・活動対象が行政や制度と密接なものであるため、ソーシャルアクションは不可欠となる。

・ジェンダー的イシューで活動が始まる場合もあるが、地域福祉には老若男女すべての人びとが関わるべき

問題であることを提起している。

・事業モデルと継続性は密接な関係にあり、イシューや思想から乖離しない事業モデルの確立が課題である。

５－２．環境系と福祉系の比較を通じて

まず環境系と福祉系市民活動団体の共通要素は、偶然性によりあらわれたイシューにたいし、継続してとり

かかる組織体であるという点である。イシューの告発と、イシュー解決の担い手の両方を兼ねるため、「継続性」

が市民活動の特徴であるといえる。また両者には、一般的市民を中心とした担い手、専門的知識に裏付けられ

たブレーンの存在、非イデオロギー的で、人間的感情に基づいた行為指針や思想など多くの共通点が見られた。

次に両者の相違点は、文献のテキストのコード化の段階で差異が見られた、活動の内外要因（本論３章参照）

をはじめ、継続の意味合い、財源などがあげられる。

「その１論文」においては、環境系市民活動団体が活動を通じて普遍的なミッションを発見し、そのために

活動を継続していくという、「結果としての継続」の姿を見出すことができた。いっぽう福祉系市民活動団体は、

活動による個別的な受益者がいることで、活動を途中でやめることができないという点と、多領域にまたがり

関連しあう対象（女性、医療、まちづくりなど）や、価値観の変革という容易に解決しえないイシューに取り

組んでいる点などから、「継続を目的」とせざるを得ない位置づけにあることが分かった。

結果、活動のサステイナビリティが、組織のサステイナビリティに直結しているという福祉系市民活動団体

の特徴が明らかとなった。そのため、いかに効果的かつミッションに忠実な「活動継続モデル（事業モデル）」

を構築するのかが、福祉系市民活動団体の共通の課題となっている。

また活動の財源も、環境系と福祉系には違いがある。環境系は会費や寄付などの「支援系財源」が中心とな

るが、福祉系はそれに加えて「対価系財源」も重要な財源となる。「対価系財源」には受益者から得られるもの

のほか、行政からの委託（補助）などがあるために、受益者や行政などのニーズにも留意する必要が生じる。

このように福祉系市民活動団体は、外在的な要因に活動が制約されてしまう条件をもともとかかえ込んでいる。

さらに活動の担い手や、活動を支援する人びとなどにも、財源にたいする意識の相違が分野によりみられた。

環境系は福祉系に比べて、イシュー解決のために利用するコスト（ボランティアなどの人的コストを含む）を

自発的に支出する場合が多い。また福祉系は、ボランティアに頼る労働集約型の活動であるため、そのマネー

ジメントコスト（事務局など）もかさむこととなる。前者は運動的であり、後者は事業的24であるともいえよう。

以上のように、福祉系市民活動の活動資金には、多くの制約があることが判明した。このような福祉系市民

活動団体の継続のための努力は、福祉というヒューマンサービスにかかるコストをだれが負担するのかという

課題を提起している。このことは同時に、どの福祉が公的に「認定」されるのか、もしくはどこまでが公的に

対応されるべき範囲なのかという正当性の問題も含んでいる。公共性の定義の議論がすすむなか、根源的に福

祉のあり方を検討する必要がある。

５‐３．福祉系市民活動の課題

1970年代から80年代にかけて「社会福祉政策の転換」、「地域福祉概念の確立」、「ボランティアの一般化」と

いう社会的背景があり、結果的に福祉系市民活動団体の生成が促進された。そのいっぽう背景のあるなしにか

かわらず現前する福祉イシューに、市民活動団体は真摯に取り組んできた。そして活動の灯を絶やさぬよう、

さまざまな工夫をおこなった結果が、各団体のつくりあげた事業モデルであった。このことがコミュニティケ

ア、地域の福祉組織化、予防的社会福祉の素地をつくり、地域福祉の一般化を促したと考えられる。

本論で対象とした福祉系市民活動団体をめぐっては、環境の変化や政策の転換を機に活動が生まれ、活動を

継続させるため団体が努力をおこなった結果、活動を支える社会的な制度が整備されるといった一連の流れが

みられた。そのため福祉の向上には、制度とそれを運用する行政、それに福祉ニーズに敏感に対応する市民活
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動団体との適切な相互作用が不可欠なのである。

反面、福祉事業における市民団体の機械的な下請け化は、市民活動団体の得意とする福祉ニーズの把握、適

切な方法の発見、コストを含めた活動運営の知恵などを生かす機会と機能を奪うことにもなる25。

市民活動が福祉分野において、その特性を発揮するためには、制度改正への積極的なはたらきかけを含めた

行政との対抗的相補性を保ちつつ、さらには自らの活動への間断なき問い直しをおこなうことが必要である26。

そのことがなされない限り、行政による市民セクターの安易な利用だけが進み、本来的なセクターの成長は望

めないであろう。

今後の研究の課題として、本論と「その１論文」で得られた知見である「市民活動の共通要素と分野による

特性」をさらに検証し、市民活動の社会的位置づけと制度化の意味について提示したいと考えている。
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